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公益財団法人ジャパン・スタッドブック・インターナショナル

登録規程実施基準 

 

 

         制 定 昭和４９年６月１日規約第２号

最終改正 平成２４年１１月２７日規約第１７号

 

公益財団法人ジャパン・スタッドブック・インターナショナル登録規程実施基準を次の

ように定める。 

 

（登録する軽種馬の品種の定め方） 

第１条 公益財団法人ジャパン・スタッドブック・インターナショナル登録規程（以下「登

録規程」という。）第２条の規定による登録する軽種馬の品種の定め方は、別表によるも

のとする。 

 

（登録原簿） 

第２条 登録規程第４条の血統登録原簿及び登録規程第５条の繁殖登録原簿への記載は、

磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる

物を含む。）への記録をもってこれに代えることができる。この場合において、第３項並

びに登録規程第４条、第５条及び第１０条中「記載」とあるのは、「記録」と読み替える

ものとする。 

２ 登録規程第４条及び第５条の登録原簿は、様式第１号、第２号及び第３号によるもの

とする。ただし、前項の場合であって、登録規程第２３条に基づき登録原簿を閲覧の用

に供する場合は、様式第１号、第２号及び第３号に準じた様式によるものとする。 

３ 登録規程第４条及び第５条の規定により登録原簿に記載する馬の毛色及び特徴は、別

 に定める馬の毛色及び特徴記載要領（以下「記載要領」という。）によるものとする。 

４ 登録規程第４条第２項で規定する血統登録原簿への馬名の記載は、公益財団法人ジャ

パン・スタッドブック・インターナショナル馬名登録実施基準第３条で規定する馬名登

録原簿への記載をもって行うものとする。 

 

（死亡した馬の繁殖登録の申込み） 

第３条 登録規程第７条第３号に定めるものとは、繁殖登録申込までに死亡した馬であっ

て、当該馬の血液型又はＤＮＡ型が確定しており、かつ、その馬の特徴を確認できる場

合に限るものとする。 
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（登録申込の手続） 

第４条 登録規程第８条の規定の登録申込書は、様式第４号及び様式第５号によるものと

する。 

２ 登録規程第８条及び第２０条の規定の申込等は、公益財団法人ジャパン・スタッドブ

ック・インターナショナル（以下「本財団」という。）の定める委任状（様式第１５号）

を提出した代理人がこれを行うことができる。 

３ 登録規程第８条第１項第３号の規定の血統登録証明書又は輸出証明書は、通信媒体を

利用して電送された輸出書類をもってこれに代えることができる。 

 

（所有者等） 

第５条 本財団は、登録規程及びこの実施基準の規定による所有者（「母馬所有者」を含む。

以下本条において同じ。）及びその異動に関する事項については、提出された書類の記載

によるものとし、所有者として記載されている者が法律上真実の所有者であるか否か、

所有者の異動が法律上有効であるか否かについて、責任を負わないものとする。生年月

日、産地、生産牧場及びその他の事項についても、提出された書類の記載によるものと

する。 

 

（登録に関する馬の審査） 

第６条 登録規程第１２条の規定による「登録に関する馬の審査」とは、次の各号のいず

れかに該当する馬の審査をいう。 

(1) 登録申込みのあった馬 

(2) 輸出証明書、馬の個体識別手帳の交付及びこれらの裏書の申込みのあった馬 

(3) 再審査を必要とする馬 

(4) その他個体識別のため審査を必要とする馬 

２ 血統登録の審査は、原則として離乳前に行う。ただし、やむを得ない場合は、申込み

後すみやかに審査を行う。 

 

（ＤＮＡ型検査又は血液型検査） 

第７条 登録規程第１３条第４号の規定によるＤＮＡ型検査を行う馬は、次の各号に定め

る馬とする。 

(1) 血統登録の申込みのあった馬 

(2) 繁殖登録の申込みのあった雄馬 

(3) 繁殖登録の申込みのあった雌馬（血統登録馬でＤＮＡ型が確定している馬を除く。） 

(4) その他親子関係又は個体識別のためＤＮＡ型検査を必要とする馬 
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２ 登録規程第１３条第４号の規定による血液型検査を行う馬は、次の各号に定める馬と

する。 

(1) 親子関係の審査を行う馬の父母の双方が血液型のみ確定しているものであって、そ

の父母の双方又はいずれか一方の死亡等により、ＤＮＡ型を用いて親子関係を判定す

ることができない馬 

(2) 個体識別の審査を行う馬で血液型のみ確定している馬 

(3) 血液型検査により親子関係又は個体識別を行っている国へ輸出する馬で血液型検

査を必要とする馬 

３ 登録規程第１３条第４号の規定による理事長が指定する団体は、国際血統書委員会と

国際動物遺伝学会が共同して定める基準を満たす検査機関に限る。 

４ 登録規程第１３条第４号のＤＮＡ型検査又は血液型検査による審査は、本財団が前項

の機関に依頼し報告を受けたものにより行うものとする。ただし、輸入馬及び持込馬の

ＤＮＡ型検査又は血液型検査による審査が必要な場合は、国際血統書委員会が承認した

海外の血統登録機関が公式に指定している機関で判定され本財団が報告を受けたものに

より行うものとする。 

 

（マイクロチップについての審査等） 

第７条の２ 登録規程第１３条第５号の規定によるマイクロチップについての審査とは、

ＩＳＯ１１７８４及び１１７８５規格のマイクロチップが埋め込まれた馬について、そ

の番号を確認することをいう。 

２ 前項の審査において番号が確認された場合には、その番号を登録原簿に記載するもの

とする。 

 

（審査費用の負担） 

第８条 登録規程第１４条の規定による「特別の事由がある場合」とは、その馬の所有者

から特に請求があって随時に行う審査の場合をいう。 

 

（登録の要件） 

第９条 登録規程第１５条第１項第２号及び第６号の規定の解釈は、次の各号による。 

(1) 「種畜証明書を有する種雄馬の種付けによる産駒」とは、その種雄馬の種畜証明書

に記載された有効区域内及び有効期間内に行われた種付けにより生産された産駒を

いう 

(2) 「毛色について親子関係に異常が認められなかった馬」とは、記載要領に定める毛

色のうち白毛以外の７種の毛色に関し、次に該当しない馬をいう 
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ア 芦毛以外の父母の間に生まれた馬にあっては、芦毛のもの  

イ 栗毛（栃栗毛を含む。以下同じ。）の父母の間に生まれた馬にあっては、栗 

     毛以外のもの 

 

（血液等の採取） 

第１０条 登録規程第１７条の２第１項の規定により登録を受けようとする馬の所有者が

血液等の採取を行う場合は、本財団の指示する方法に従い採取した血液等の検体を本財

団に提出するものとする。 

２ 登録規程第１７条の２第２項の規定により本財団に血液等の採取を依頼する場合は、

次の各号によるものとする。 

(1) 当該馬の所有者は、血液等の採取が円滑に行われるよう馬の保定等に協力しなけれ

ばならない。本財団は、必要な協力が得られない場合は、血液等の採取を行わないも

のとする 

(2) 馬の血液等の採取の結果、当該馬に事故が発生し、当該馬の所有者に損害が生じた

場合においても、本財団に故意又は重大な過失がない限り、本財団は損害賠償責任を

負わないものとする 

(3) 当該馬の所有者は本財団に対し、馬の採血に当たって、あらかじめ第１号及び第２

号で規定する事項を内容とする「採血に関する約定書（様式第１６号）」を提出する

ものとする 

 

（登録証明書等の交付） 

第１１条 登録規程第１８条第１項の規定による登録証明書（様式第６号及び第７号）の

交付は、登録規程第８条の規定に基づき登録申込みをした者（以下「登録申込者」とい

う。）若しくはその承継人（民事執行法上の強制競売又は担保権の実行としての競売等に

よる当該馬の買受人を含む。）又は本財団の定める委任状（様式第１５号）を提出したそ

れらの者の代理人に対して行う。 

２ 登録規程第１８条第３項の個体確認書は、様式第８号によるものとする。 

３ 登録規程第１８条第４項の馬の個体識別手帳は、馬名、生年月日、毛色、性、生産国、

血統、生産者、特徴、当該馬の輸出年月日及び輸出先国名を記載するものとする。ただ

し、海外の血統登録機関が交付した馬の個体識別手帳を有する馬が輸出される場合は、

当該馬の馬の個体識別手帳に輸出年月日及び輸出先国名を記載する。 

４ 前項の馬の個体識別手帳は、海外における個体確認のため必要なものであり、馬の所

有者を証明するものではない。 

５ 登録規程第８条第１項第３号の一時的に輸入される馬とは、繁殖を目的としたもので
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あって、９か月以内の滞在期間をいう。 

 

（登録証明書の書換え又は再交付） 

第１２条 登録規程第１９条第１項の規定による書換え又は再交付の申込みは、その馬の

所有者が行うものとする。 

２ 登録規程第１９条第１項の規定の申込書は、様式第９号及び様式第１０号によるもの

とする。 

３ 登録規程第１９条第１項に規定する登録証明書を「失ったため」の再交付の申込みは、

次のいずれかに該当するときに行う。 

(1) 誤って焼失又は廃棄したとき 

(2) 郵送等の途中で所在不明になったとき 

(3) その他所在が不明になり、現に所持する者が存在しないとき 

 

（公示） 

第１３条 登録規程第１９条（登録証明書の書換え又は再交付）、第２７条（登録事項の更

正）及び第２８条（登録の取り消し等）に係る公示は、登録証明書の再交付、登録事項

の更正及び登録の取り消しに区分して、本財団本部事務所及び北海道事務所に掲示する。 

 

（輸出証明書等） 

第１４条 登録規程第２０条の規定の申込書は様式第１１号、輸出証明書は様式第１２号

によるものとする。ただし、アラブの輸出証明書については、世界アラブ馬機構の様式

によることができる。 

２ 登録規程第２０条の規定による輸出証明書又は馬の個体識別手帳の裏書とは、本財団

及び海外の血統登録機関が交付した輸出証明書又は馬の個体識別手帳を有する馬が輸出

される場合に、本財団が当該馬の輸出証明書又は馬の個体識別手帳裏書欄に輸出年月日

及び輸出先国名を記載し、署名することをいう。 

 

（血統書） 

第１５条 登録規程第２１条の血統書の発行は、インターネットでの情報提供をもってこ

れに代えることができる。この場合において、「原則として毎年」とあるのは「その都度」

と、「発行」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。 

 

（繁殖成績等の報告） 

第１６条 登録規程第２５条の規定の種付成績報告書は様式第１３号、繁殖成績報告書は
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様式第１４号によるものとする。 

 

（登録事項の更正の手続） 

第１７条 登録規程第２７条第２項で定める登録事項の更正は、以下の者の申込みにより

行う。 

(1) 血統登録馬の生年月日及び産地については、登録申込者又は生産牧場の名義人若し

くは次号の更正により生産牧場の名義人となる者 

(2) 血統登録馬の母馬所有者、生産牧場及び繁殖登録馬の所有者については、登録申込 

者又はそれぞれの名義人若しくはそれぞれの更正により名義人となる者 

２ 前項の名義人以外の者が申込みをするときは、名義人の承諾書（承諾書に押印をした

印鑑に係る印鑑登録証明書を添付）又は名義人に対抗できる裁判の謄本を添付してする

ものとする。 

３ 前二項の申込みが、明らかに虚偽であるとき、誤りであるとき又は不合理であるとき

は、当該申込みに係る登録事項の更正は行わない。 

４ 登録規程第２７条第２項の規定の申込書は、様式第１７号によるものとする。 

 

   附 則（昭和４９年６月１日規約第２号） 

 この規約は、昭和４９年６月１日から施行する。 

   附 則（昭和５１年５月２５日規約第３号） 

 この規約は、昭和５１年５月２５日から施行する。 

   附 則（昭和５２年６月７日規約第２号） 

 この規約は、昭和５３年１月１日から施行する。 

   附 則（昭和５６年４月２２日規約第２号） 

 この規約は、昭和５６年４月２２日から施行する。 

   附 則（昭和５７年３月１６日規約第３号） 

 この規約は、昭和５７年３月１６日から施行する。 

   附 則（昭和５８年３月１６日規約第１号） 

 この規約は、昭和５８年３月１６日から施行する。 

   附 則（昭和６０年１２月１１日規約第２号） 

 この規約は、昭和６１年１月１日から施行する。 

   附 則（昭和６２年３月４日規約第２号） 

 この規約は、昭和６２年３月４日から施行する。 

   附 則（昭和６３年１２月１４日規約第１号） 

 この規約は、昭和６３年１２月１４日から施行する。 
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   附 則（平成２年１２月１９日規約第３号） 

 この規約は、平成２年１２月１９日から施行する。 

   附 則（平成７年３月１６日規約第２号） 

 この規約は、平成７年４月１日から施行する。 

    附 則（平成７年１２月２０日規約第６号） 

 この規約は、平成８年１月１日から施行する。 

    附 則（平成９年１２月１９日規約第２号） 

 この規約は、平成１０年１月１日から施行する。 

    附 則（平成１０年３月１３日規約第２号） 

 この規約は、平成１０年３月３１日から施行する。 

    附 則（平成１０年１２月１８日規約第３号） 

 この規約は、平成１１年１月１日から施行する。 

    附 則（平成１１年１２月１６日規約第３号） 

 この規約は、平成１２年１月１日から施行する。 

    附 則（平成１２年１２月６日規約第３号） 

 この規約は、平成１３年１月１日から施行する。 

    附 則（平成１３年３月９日規約第２号） 

 この規約は、平成１３年４月１日から施行する。 

    附 則（平成１３年１２月５日規約第５号） 

 この規約は、平成１４年１月１日から施行する。 

    附 則（平成１４年１２月９日規約第７号） 

 この規約は、平成１５年１月１日から施行する。 

    附 則（平成１６年１２月１０日規約第３号） 

１ この規約は、平成１７年１月１日から施行する。 

２ この規約の施行前の様式で交付した登録証明書は、改正後の様式により交付した登録

証明書とみなす。 

    附 則（平成１７年３月８日規約第１号） 

 この規約は、平成１７年４月１日から施行する。 

    附 則（平成１７年１２月８日規約第４号） 

 この規約は、平成１７年１２月８日から施行する。 

    附 則（平成１８年３月７日規約第２号） 

１ この規約は、平成１８年３月１３日から施行する。 

２ 改正後の実施基準第７条の２の規定は、平成１９年１月１日以後に出生した馬につい

て適用し、同日前に出生した馬については、なお従前の例による。 



 - 8 - 

    附 則（平成１８年１２月１３日規約第６号） 

１ この規約は、平成１９年１月１日から施行する。 

２ この規約の施行前の様式で交付した登録証明書は、改正後の様式により交付した登録

証明書とみなす。 

３ 改正後の様式第８号は、平成１９年１月１日以後に出生した馬について適用し、同日

前に出生した馬については、なお従前の例による。 

    附 則（平成２０年１２月９日規約第６号） 

１ この規約は、平成２１年１月１日から施行する。 

２ この規約の施行前の様式で交付した輸出証明書は、改正後の様式により交付した輸出

証明書とみなす。 

    附 則（平成２１年１２月８日規約第１０号） 

 この規約は、平成２２年１月１日から施行する。 

    附 則（平成２２年１２月１日規約第１１号） 

 この規約は、平成２２年１２月１日から施行する。 

    附 則（平成２４年１月１７日規約第８号） 

この規約は、平成２４年１月１７日から施行し、平成２４年１月４日から適用する。 

附 則（平成２４年１１月２７日規約第１７号） 

１ この規約は、平成２４年１１月３０日から施行する。 

２ 改正後の実施基準第１７条の規定は、平成２５年１月１日から適用し、同日前までに

ついては、なお従前の例による。 
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別 表 

 

登録する軽種馬の品種の定め方 

 

１ サラブレッド 次の各号の一に該当するものについていう。 

(1) 当該馬が次の血統書に登録されている父と母の産駒であるもの 

(ｱ) 我が国のサラブレッド血統書 

(ｲ) 国際血統書委員会が承認した海外の血統登録機関の血統書 

(2) サラブレッド系種として登録されたものにサラブレッドとして登録されたもの 

   の連続８代以上の交配により生まれたもので、国際血統書委員会で承認されたも  

   の 

２ アラブ 次の各号の一に該当するものについていう。 

(1) アラブとして登録したもの 

(2) 世界アラブ馬機構が承認した外国登録機関が発行する血統書及びわが国向けの輸

出証明書においてアラブとして記載されているもの 

(3) 前各号によりアラブとして登録したものの相互又は組合せの交配により生まれた

もの 

３ アングロアラブ アラブ血量２５％以上を有するものであって、次の各号の一に該当

するものについていう。 

(1) アングロアラブとして登録したもの 

(2) 次に掲げる外国登録機関が発行する血統書及びわが国向けの輸出証明書において

アングロアラブとして記載されているもの（以下アングロアラブとして登録したもの

をいう。） 

登 録 機 関 名（国 名） 

LE MINISTERE DE L’AGRICULTURE（フランス）  

THE ARAB HORSE SOCIETY（イギリス） 

(3) サラブレッドとして登録したもの及びアラブとして登録したものの交配により生

まれたもの 

(4) サラブレッドとして登録したもの及びアングロアラブとして登録したものの交配

により生まれたもの 

(5) アラブとして登録したもの及びアングロアラブとして登録したものの交配により

生まれたもの 

(6) アラブとして登録したもの及び４の(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)又は(8)により

サラブレッド系種として登録したものの交配により生まれたもの 



 - 10 - 

(7) アングロアラブとして登録したもの及び４の(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)又は 

(8)によりサラブレッド系種として登録したものの交配により生まれたもの 

(8) サラブレッド系種として登録したものにサラブレッド、アラブ、アングロアラブ又

は４の(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)又は(8)によりサラブレッド系種として登録し

たものの少なくとも連続３代の交配により生まれたもの 

(9) アラブ系種として登録したものにサラブレッド、アラブ、アングロアラブ又は４の

(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)又は(8)によりサラブレッド系種として登録したもの

の少なくとも連続３代の交配により生まれたもの 

(10) 前各号によりアングロアラブとして登録したものの相互又は組合せの交配により 

生まれたもの 

４ サラブレッド系種 アラブ血量２５％未満のものであって、次の各号の一に該当する

ものについていう。 

(1) サラブレッド系種として登録したもの（１の(2)のサラブレッドを除く。） 

(2) サラブレッドとして登録したもの及びアングロアラブとして登録したものの交配

により生まれたもの 

(3) サラブレッドとして登録したのも及び(2)、(4)、(5)、(6)、(7)又は(8)によりサラ

ブレッド系種として登録したものの交配により生まれたもの 

(4)  サラブレッドとして登録したもの及び前号によりサラブレッド系種として登録し

たものの交配により生まれたもの 

(5) アングロアラブとして登録したもの及び(2)、(3)、(4)、(6)、(7)又は(8)によりサ

ラブレッド系種として登録したものの交配により生まれたもの 

(6) アングロアラブとして登録したもの及び前号によりサラブレッド系種として登録

したものの交配により生まれたもの 

(7) サラブレッド系種として登録されたものにサラブレッド又は(2)、(3)、(4)、(5)、

(6)又は(8)によりサラブレッド系種として登録したものの少なくとも連続３代の交

配により生まれたもの 

(8)  (2)、(3)、(4)、(5)、(6)又は(7)によりサラブレッド系種として登録したものの

相互又は組合せの交配により生まれたもの 

(9) サラブレッドとして登録したもの及び(1)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)

又は(16)によりサラブレッド系種として登録したものの交配により生まれたもの

（(3)、(4)又は(7)のサラブレッド系種を除く。） 

(10) サラブレッドとして登録したもの及び前号によりサラブレッド系種として登録し 

たものの交配により生まれたもの（(7)のサラブレッド系種を除く。） 

(11) サラブレッドとして登録したもの及びアラブ系種として登録したものの交配によ 
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り生まれたもの 

(12) アングロアラブとして登録したもの及び(1)、(9)、(10)、(11)、(13)、(14)、(15) 

又は(16)によりサラブレッド系種として登録したものの交配により生まれたもの 

（(5)又は(6)のサラブレッド系種を除く。） 

(13) アングロアラブとして登録したもの及び前号によりサラブレッド系種として登録 

したものの交配により生まれたもの 

(14) サラブレッド系種として登録したもの及びアラブ系種として登録したものの交配 

により生まれたもの 

(15) 軽種に属しないものにサラブレッド、アラブ、アングロアラブ、サラブレッド系 

種又はアラブ系種として登録したものの少なくとも連続４代の交配により生まれた 

もの 

(16) 前各号によりサラブレッド系種として登録したものの相互又は組合せの交配によ

り生まれたもの（(7)又は(8)のサラブレッド系種を除く。） 

５ アラブ系種 アラブ血量２５％以上を有するものであって、次の各号の一に該当する 

 ものについていう。 

(1) アラブ系種として登録したもの（３の(2)、(8)又は(9)のアングロアラブを除く。） 

(2) サラブレッドとして登録したもの及びアラブ系種として登録したものの交配によ

り生まれたもの（３の(9)のアングロアラブを除く。） 

(3) アラブとして登録したもの及び４の(1)、(9)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、 

(15)又は(16)によりサラブレッド系種として登録したものの交配により生まれたも

の（３の(6)又は(8)のアングロアラブを除く。） 

(4) アラブとして登録したもの及びアラブ系種として登録したものの交配により生ま

れたもの（３の(9)のアングロアラブを除く。） 

(5) アングロアラブとして登録したもの及び４の(1)、(9)、(10)、(11)、(12)、(13)、

(14)、(15)又は(16)によりサラブレッド系種として登録したものの交配により生まれ

たもの（３の(7)又は(8)のアングロアラブを除く。） 

(6) アングロアラブとして登録したもの及びアラブ系種として登録したものの交配に 

より生まれたもの（３の(9)のアングロアラブを除く。） 

(7) サラブレッド系種として登録したもの及びアラブ系種として登録したものの交配 

により生まれたもの（３の(9)のアングロアラブを除く。） 

(8) 軽種に属しないものにサラブレッド、アラブ、アングロアラブ、サラブレッド系種 

又はアラブ系種として登録したものの少なくとも連続４代の交配により生まれたも 

の 

(9) 前各号によりアラブ系種として登録したものの相互又は組合せの交配により生ま 
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れたもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















































